
はじめに
事業収益の帰属主体について、下記
東京地裁平成24年9月4日判決では、
事業から生ずる損益等が実質的に帰属
する主体については、当該事業に係る
経営方針決定や収支管理の状況、当該
事業に必要な資産を巡る権利関係、当
該事業に関する従業員の雇用関係、当
該事業に係る対外的な表示状況等を総
合し、実質的かつ客観的に見て、その
事業を経営していると認められる者が
誰であるかという基準に基づいて判断
すべきであると判示されており、この
判示は上訴においても維持されていま
す。
今回は、事業から生ずる収益が帰属
する主体が争点となった事例をご紹介
いたします。

Ⅰ 宗教法人が施設等の所
有権を有するホテル事
業の損益

平24．9．4東京地裁（Ｚ262－12029）
（棄却）
平25．6．27東京高裁（Ｚ263－12242）
（棄却）
平25．12．12最高裁（Ｚ263－12350）
（上告棄却・不受理）

1．事案の概要
本件は、宗教法人であるＡ法人が所
有権を有する施設（建物を含む）及び
土地に係るホテル事業の損益の帰属が
争点となった事例です。Ａ法人は、Ａ
法人が所属している乙及びその家族が
経営する31の法人により構成されるＤ
グループ（いわゆるM&Aによりホテ
ルを営業していた会社ごと各ホテルを
取得）が、多額の債務を抱えたため、
ホテルビジネスの現代化を図り、「ホ
テル不動産の所有」と「ホテル経営」
とを分離するために、Ａ法人に所有権
を集中させた。各ホテルの経営主体は
旅館業経営許可を受けた法人等である

から、各ホテルに関する事業の損益
は、各ホテルについて旅館業経営許可
を受けた法人等に帰属するものである
と主張していました。
2．裁判所の判断
本件の場合、Ａ法人の主張する経営

法人が、Ａ法人から各ホテルを賃借し
ていた的確な書証等が十分提出されて
おらず、少なくとも各ホテルを賃借し
ていたとの実体があったとは到底認め
られない。また、月単位で損益が帰属
する法人が変更されており、経営法人
が、ホテル運営に関する経費とリスク
を負担していたとはいえない。
Ｄグループは、乙を中心として実質

的な一体化が相当程度進んでおり、会
社の組織や経営の重要な面で、各社の
自律性、独自性は薄れており、旅館業
の経営が旅館業経営許可取得者によっ
て行われるべきであることなど法令遵
守上当然のことを含めて、税金対策と
いう目的の下で、乙の指示により各種
の操作（収益の付け替え等）がなされ
る状態であったとみることができる。
そうすると、旅館業経営許可を受けた
法人等が、形式的に旅館業経営許可を
取得していること等だけで、実質的に
各ホテルの経営主体であったと到底認
めることはできないといえ、本件各ホ
テルの施設及び土地の所有権をすべて
有し、Ｄグループ各社へ多くの出資を
し、乙が実権を掌握しているＤグルー
プ全体における税金対策の中核を預か
るＡ法人が、本件各ホテルの経営主体
であると認めるのが相当である。

Ⅱ クラブ経営の委託業務
契約

平15．5．29名古屋地裁
（Ｚ253－9357）（棄却）
平16．1．28名古屋高裁
（Ｚ254－9534）（棄却・確定）

1．事案の概要
本件は、甲が代表取締役を務めるＡ

社（原告・控訴人）が、韓国メンバー
ズクラブ「Ｂ」の事業収益がＡ社に帰
属することを理由として更正処分等を
受けた事例です。
Ａ社は、Ｂは業務委託契約に基づい
て、Ｃにより経営されていたものであ
り、Ａ社は、Ｃから本件契約に基づき
月額100万円の賃料を受け取っていた
にすぎないと主張しました。
2．裁判所の判断
①ＣがＢの営業用に使用する甲口座
は、Ａ社代表者である甲に帰属し、甲
がその管理を行っていたと判断するの
が相当であること、②Ａ社の総勘定元
帳においては、Ｂの共益費、看板掲出
料、水道光熱費等がＡ社の経費として
計上されていること、③Ｂに係る飲食
店営業の許可及び風俗営業等の許可
が、いずれもＡ社名義で取得されてい
ること、④Ａ社の総勘定元帳には、賃
（貸）料収入として、平成10年7月期
が750万円、平成11年7月期が890万円
しか計上されておらず、未収金として
の処理もされていないこと等の検討に
よれば、本件業務契約は実体を欠くと
の疑いを深めるといわざるを得ない。
Ａ社はＣにＢの経営を委託し、本件
店舗を賃貸していたにすぎないとのＡ
社の主張は、不自然、不合理で採用で
きないというべきであるから、本件各
事業年度におけるＢの事業収益はＡ社
に帰属するものであると判断するのが
相当である。

Ⅲ 営業許可のない期間の
業務に係る収益

平26．12．10公表裁決
（Ｊ97－1－01）（棄却・一部取消し）
（一部取消しは、原処分庁が算定し
た売上金額の誤り等による）

1．事案の概要
本件は、し尿及び浄化槽汚泥の収集
運搬業を営む同族法人である請求人
が、売上金額を隠ぺいしていたとし

て、更正処分等を受けた事例です。
請求人は、平成○年○月○日以降の
浄化槽の保守点検業務を除き、請求人
には一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃
業の許可がないことなどから、本件業
務を行っていない。本件業務に係る収
益は、同許可がなされていた請求人の
代表者であるＨ個人に帰属するもので
あると主張しました。
2．審判所の判断
請求人は、①Ｈが個人事業として行
っていた業務を引き継ぐ形で設立され
た有限会社であること、②本件業務
は、請求人が保有する資産を利用し
て、Ｈ及び請求人の従業員が行ってい
たこと、及び③請求人が、本件業務に
係る費用を負担し、請求人の費用とし
て会計処理をしていたことを踏まえれ
ば、請求人が、本件業務を行っていた
ものと認められる。
確かに、Ｋ組合の一般廃棄物処理業
及び浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保
守点検業に係る登録も、平成○年○月
○日までは請求人の名義でされたもの
ではないと認められる。しかしなが
ら、Ｋ組合及びｄ県が請求人に対し本
件業務の遂行を禁止することなどはな
く、上記の許可又は登録の名義が請求
人でなかったことにより請求人による
本件業務の遂行が不可能となる事情が
生じた事実も認められないから、たと
え請求人の名義により許可及び登録を
受けていない時期があったとしても、
そのことのみをもって請求人が本件業
務の主体であったとする上記の判断が
妨げられることはない。

おわりに
TAINSで上記裁決を検索する場合
のキーワードは、「帰属主体」、「収益
の帰属」又は「収入の帰属」です。

収録内容に関するお問い合わせは
データベース編集室へ
TEL 03（5496）1416

小菅 貴子[本郷]
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